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食品ロス問題の現在地
日本女子大学　小林 富雄

1．食品ロス問題の新展開

　2024年度末に策定された「食品ロス削減に向けた施策
パッケージ（図 1）」は，食品リサイクル法（2001年施
行），食品ロス削減推進法（2019年施行）を経て，新たな
食品ロス対策のガイドラインを示すものとなった．昨年
度，筆者が審議に関わったガイドラインの策定作業は，
「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」（消費者庁・厚生
労働省 2024），「食品寄附ガイドライン」（食品寄附等に
関する官民協議会 2024），そして施策パッケージには含
まれないものの改定のタイミングであった「食品期限表
示の設定のためのガイドライン」（消費者庁食品表示課 

2025）と多岐にわたる．これらは，これまで着手が難し
かった食品の再利用（Reuse）iの施策が中心だが，すでに
実行されている施策を含めて包括的な法整備が完了し，
本年度からその政策が実行されることになっている．し
かし，施策パッケージの目的は，政府が掲げる「2000年
度比半減の487万トン未満」を達成することであったが，
2022年度の推計値（472万トン）が早期に目標をクリアし
たため，新たな削減目標の設定が急務となった．結果的
に2024年度末には事業系食品ロスのみ2000年度比で60％
減となる219万トン（家庭系との合計は435万トン）へ改
定された．しかし，現状ではすでに食品ロスの削減余地
はさほど大きくなく，施策パッケージの方向性はそのま

ま温存される形，つまり食品ロス削減の対象を Reuse方
面へ拡張することには変化はない．具体的には「食品寄
附」と「食べ残しの持ち帰り」である．食品期限表示に
ついては，期限をより長くするために，一律0.8というよ
うな安全係数を商品特性に合わせて細かく設定すること
が求めてられいるが，これも寄附手続きをする時間確保
という目的がある．
　果たして Reuseの推進により食品ロスの削減目標は達
成できるのか，そもそも何のための食品ロス削減なのか．
本稿ではこのような問題意識を念頭に置きながら，その
定義，日本の政策の変遷，食料安全保障との関連性，海
外の取り組みに焦点を当てて解説する．

2．食品ロスの定義と国際的な位置づけ

　日本の食品ロス対策を理解する上で，まず「食品ロス」
の定義を確認することが重要である．日本では行政用語
として「食品廃棄物のうち，まだ食べられる部分（可食
部）」と定義されている．その策定の歴史は古く，2001年
に施行された食品リサイクル法で発生抑制を最優先され
ることが前提となっていたことから概念規定が必要とさ
れたことに由来する．これは，食料自給率が低い日本の
状況に鑑みると合理的である．
　一方，海外では「フードロス（Food Loss）」は予期せ
ぬ食品由来の廃棄物を指す広範な概念であり，値下げや
市場価格の下落分までを含むものである．しかし，食品
廃棄物の発生過程による計測が困難であるためか，その
発生確率が高い主に農業から卸売業までの事業者間で発
生したものとされることが多い．「フードウェイスト
（Food Waste）」は，人為的な廃棄を中心とした概念だが， 
小売・消費段階の廃棄とみなされることが多い．しかし，
いまだ世界標準の食品廃棄物／食品ロスの計測手法は確
立しておらず，多くの国は両者を区分せずに Food Loss 

and Waste （以下，FLW）として政策実行されることが多
い．FAO（2011）では，このような日本とはまったく異
なる定義によりが世界初のグローバル調査を実施し，世
界食料の 3 分の 1 が FLWになっているという結果が公
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表された．これを契機に FLW削減の意識が世界的に広
がり，国連の「食料システムサミット」においても，シ
ステムの構造改革の一部として FLW問題が位置づけら
れ，2015年に採択された SDGsのゴール12「つくる責任 

つかう責任」のターゲット12.3では，「2030年までに小
売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の
廃棄を半減させ，収穫後損失などの生産・サプライ
チェーンにおける食品ロスを減少させる」という数値目
標が明記された．2021年にニューヨークで開催されたサ
ミットでは，SDGs（持続可能な開発目標）の達成を前提
とした 5 つの Action Tracksの一つとして「食料消費の
持続可能性」の中に FLWの削減が取り上げられている．
　このように，国際的には食品ロス問題は単なる廃棄物
問題としてだけでなく，持続可能な食料システム，消費，
そして食料安全保障といったより広範な課題の一部とし
て捉えられている．

3．日本の食品ロス政策の変遷と現状

　日本の食品ロス対策は，大きく再生利用（Recycle）か
ら発生抑制（Reduce），そして再利用（Reuse）へと焦点
を移してきた．

（1）再生利用（Recycle）推進期
　日本のフォーマルな食品ロス対策は，2001年施行の
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リ
サイクル法）」に始まる．当時の主要な政策目標は，増大
する廃棄物問題への対応として，リサイクルを通じて最
終処分場の延命を図ることであった．循環型社会形成基
本法に基づく発生抑制の最優先は法律上明記されていた
が，実際には事業系のリサイクルが優先的に進められた．
その結果，2012年以降，事業系食品廃棄物のリサイクル
率は85％に達し，国際的にも高い水準の成果を上げた．
しかし，この段階では家庭系食品廃棄物は法の対象外で
あった．

（2）発生抑制（Reduce）推進期
　先述した FAO（2011）に影響を受け，日本でも食品ロ
ス（可食部）の発生抑制への議論がスタートするが，特
に，2015年の SDGs採択がこの流れを決定的なものとし
た．2012年には食品リサイクル法に基づき，食品廃棄物
等の「発生抑制の目標値」が暫定的に設定され，その後
2015年に対象業種が拡大され本格施行されている．そし
て，2019年10月には「食品ロスの削減の推進に関する法

図 1　食品ロス施策パッケージの概要

資料：消費者庁ウェブサイト



律（食品ロス削減推進法）」が施行され，食品リサイクル
法において対象が事業系に限定されていたものを，家庭
や農業を含むすべてのフードチェーン関係者へと拡大し，
「国民運動」の展開が明記された．さらに国や自治体には
削減計画の策定が義務付けられ，サプライチェーン全体
での取り組みが推進される制度設計がなされた．発生抑
制策としては，マークダウン（期限直前の値引き）や納
品期限の緩和（三分の一ルールの見直し），期限表示の大
括り化，賞味期限の延長，自動発注システムのAI化など
の企業努力 や，「食品ロス削減月間」「てまえどり」と
いった国民運動 が進められた．
　これらの取り組みの結果，食品ロス発生量は減少傾向
を示し，2022年度には472万トンとなり，2030年目標の
487万トンを 8年前倒しで達成した．これは歓迎すべき成
果であり，政府からも称賛されている（首相官邸 2024）．
特に事業系では，コロナ禍による外食産業などの営業自
粛や物価高の影響も大きいものの，2030年目標を大幅に
下回った．一方で，外食からの移転先である家庭系の食
品ロスも減少傾向にあるが，時間をかけて食事すること
や計画的に食事の準備をすることなどが要因であるとい
われている．

（3）再利用（Reuse）へのシフト
　現状の食品ロス削減は，利益に直結しやすいコストダ
ウンなど企業が取り組みやすい部分が先行した側面があ
る．また，この達成は，円安や物価高，コロナ禍といっ

た企業努力が及びにくい経営環境の影響もかなり大き
かったと言わざるを得ない．さらに，現行の事業系食品
ロスのデータは食品関連事業者（製造，卸売，小売，外
食）のみを対象としており，農業部門の産地廃棄や食品
関連事業者以外の企業の災害用備蓄食品などは含まれて
いないため，その全貌を把握することは難しいという課
題もある．これまでのリデュースやリサイクルは既存の
フードシステムを温存する形で実践されてきた．この間，
食料自給率や食料安全保障，担い手不足，耕作放棄地な
どの問題は改善の兆しがほとんど見られない．国連食糧
システムサミットで議論されているような，食品ロス削
減が食料システム全体の持続可能性に好影響を与える取
り組みになっているかどうかは疑問であり，新しい食品
ロス削減目標値の目的について包括的に議論する必要が
ある．
　このような状況は，日本の食品ロス対策が新たな局面
を迎えているといってよい．Reduceの「伸びしろ」が限
られる中で，今後は過剰な食料を廃棄せず再利用・再配
分する Reuse，すなわち「過剰な食料が，フードシステ
ムのあらゆる段階で事前に想定された状況とは異なる形
で消費されることで，事後的に廃棄を免れること」 に焦
点を移すことは妥当性がある．これは，筆者が国内委員
長を務めている ISO TC34 /SC20で策定中の ISO 20001で
も Prevention（防止）に次ぐ優先順位として Repurposed

（再目的化）や Redistribution（再流通）を検討している
ことと整合的である（ISO 2024）．

図 2　食品ロス発生量の推移

資料：農林水産省（2024）



　冒頭に述べた施策パッケージは，このシフトの大きな
契機となりうる．そもそもの契機は2023年の「骨太の方
針（経済財政運営と改革の基本方針2023）」であり，当初
はガイドラインよりも踏み込んだ，食品寄附における
「ドナーの善意の寄附事故の免責」を制度化する動きも見
られた．しかし，最終的に法整備は見送られたものの，
引き続き食品寄附に伴う事故における法的責任のあり方
についても検討が進められている．
　公的な食品寄附促進の動きとしては，政府備蓄米の子ど
も食堂への無償交付が始まっており，2025年 1 月からは
フードバンクも交付先に追加され，1回あたりの交付上限
も拡充された．ただし，交付対象は備蓄米全体のわずか
0.1％の1,000トンにとどまっている（農林水産省 2025）．
また，野菜の緊急需給調整事業において，過剰生産時の
「市場隔離」の方法としてフードバンクでの活用が2021年
5 月に追加されたが，その実績は2023年度実績で全国合
計 7トンと低調である（農畜産業振興機構 2023）．

4．食品ロスと食料安全保障

　FAOの定義する食料安全保障は，「①十分な量と質の
充足（Food Availability），②入手可能性の担保（Food 

Access），③衛生状態の維持による可食性の担保（Utiliza-

tion），④将来的な入手可能性の維持（Stability）」の四つ
が満たされることとされている．日本の食料安全保障政
策は，これまでの予算配分から見て国内生産の増強，す
なわち Food Availabilityに力点が置かれてきた．自給率
の低い日本では適正に配分されることを前提に合理的と
いえるかもしれないが，世界の潮流とは大きく異なる．
世界の潮流は，1973年のFAO総会で当初「食料不足」と
いう生産側の問題が取り上げられた後，需要側の課題で
ある「貧困」「栄養の偏り」「食品衛生」へと概念が拡大
していった．背景には世界的な食料過剰があり，食料援
助が途上国の対外依存度を増し長期的なFood Security改
善を妨げるという考え方が常識となったことがある（坪
田 2022）．急速な円安と少子高齢化が進む日本では，自
給率向上と同様に食料輸入量の確保も喫緊の課題となっ
ている．特に円安基調での「買い負け」は，世界的食料
インフレを伴って日本の食料安全保障を脅かしている．
このような状況下で，需要側の食料安全保障，特にOpti-

mal Food Distribution（あらゆる国民への適正な食料配
分）の重要性が増している．フードバンク活動は，この
需要側の食料安全保障，特にラストワンマイルの食料安
全保障に資する取り組みになり得る．フードバンクは日
常的に生活困窮者支援を行っており，そのノウハウは有
事の食料安全保障にも対応する仕組みを持ち始めており，
コロナ禍で証明された．農林水産省も2022年の「食料安
全保障強化政策大綱」において，重点対策の一つとして

食品ロス対策とフードバンク活動を位置づけている．ま
た，災害用備蓄食品の有効利用も食料安全保障の一環と
して言及される予定である．
　しかし，フードバンクは手間がかかるために，環境対
策としての量的削減インパクトは小さい．また，日本の
場合，食品リサイクル法のもとで進んだ経緯から，単な
る廃棄物処理問題としてのみ語られがちであり，フード
バンクもその影響を大きく受けている．さらに，近年の
物価高の影響などにより，「食品ロスの奪い合い」が発生
しており，フードバンク側から見ると十分な量の食品を
集めることが難しくなっている．2025年 3 月に現地訪問
したフランス最大のフードバンクであるイル・ド・フラ
ンスでさえ，取り扱う食品の65％以上が食品ロスではな
く正規品の寄附であるという状況は，フードバンクが単
なる「食品ロス対策」としてではなく，「食料安全保障上
の目的」として捉え直す必要があることを示唆している．

5．海外における食品ロス・食料安全保障対策

　多くの海外諸国では，需要側の食料安全保障や Reuse

の制度化が進んでいる．

（1）アメリカ
　アメリカはフードバンクの歴史が最も古く，制度化も
最先端である．善意での食品寄附に伴う事故の免責を定
めたビル・エマーソン・グッドサマリタン法（連邦法）
は，食品 Reuse制度化の先鞭をつけた．これにより，故
意や過失がない場合の法的責任は問われない．また，食
品寄附における税制優遇策も存在する（州による）．
　政府によるフードバンク支援も進んでいる．The Emer-

gency Food Assistance Program（TEFAP）では，有事の
際にUSDA（米国農務省）が120種類を超える過剰食品を
買い上げ，各州のフードバンクへ無償配分する．コロナ
対策でも大きな成果を上げ，ロックダウン中に買い物に
行けない人々や仕事を失った人々に効果的に食料を配分
するシステムとして機能した．また，SNAP（補充的栄
養支援プログラム）は貧困層向けの食料支援プログラム
であり，受給者数は4,200万人に達し，USDA歳出の約 7
割が充てられている．多くのフードバンク団体が SNAP

の受給手続き支援を行っている．
　有償で再配分するマーケット経由のリユースも盛んで
ある．形が理由で通常の店に出荷できない農産物を引き
取り，野菜ボックスを販売するサブスクリプション型 E

コマース・プラットフォーム「ミスフィット・マーケッ
ト（Misfits Market）」はユニコーン企業となり，競合を
買収するなど注目を集めている．その他，「ハングリー・
ハーベスト（Hungry Harvest）」など複数の規格外野菜
販売スタートアップが存在する．



（2）フランス
　フランスでは，食品ロス削減と食料安全保障が強く結
びついている．2016年制定の食品廃棄禁止法では，食品
を廃棄しない代わりに必ず寄附先となるフードバンクと
の契約を結ぶことが義務付けられた．フランスのフード
バンク（Banques Alimentaires）の歴史は1980年ごろに
始まり，食料支援の方法は変遷を繰り返してきた．かつ
ては EUの共通農業政策（CAP）による余剰農産物買い
入れ（MDP）を利用していたが，介入在庫減少により
2014年からは欧州貧困援助基金（FEAD）による現金給
付型支援に切り替わり，近年になって食品ロス問題が加
わった．
　2018年に施行されたEGalim法（農業食品法）は，フー
ドビジネスに対する農業の取引関係における脆弱性を
是正する包括的な法的枠組みであり，食に関わる教育，
産業，文化，宗教，環境などあらゆる分野の法律改正
を含む．その法体系の柱の一つが食品ロス対策である．
Article 66では小売（400㎡以上）とケータリング業者
（3,000食/日）に FLW対策の報告義務を課し，Article 62
ではレストランがドギーバッグ（食べ残しの持ち帰り）
を断ることを禁じている．
　民間の取り組みも進展している．特にフードバンク活
動と関連する地域密着型の取り組みである公共冷蔵庫
（Community Fridge）の活動は，食品ロス削減，食料分
配，地域連携の観点から意義がある．「Les épiceries soli-

daires」は，直訳すると連帯冷蔵庫だが，パリ市内に12
箇所，国内全体で150箇所が存在している．この取り組み
は，地域における食品の共有と分配を目的としている．
Le Brioというレストランに設置された事例では，6年前
に公共冷蔵庫が設置され，利用時間は朝 7時から深夜 2
時までと長時間にわたるが，日曜日は日中のみの運営で
ある．この冷蔵庫の稼働率は高いようであり，その背景
には，食品を冷蔵庫に入れる行為も，持ち帰る行為も，
レストラン側が直接関与しないことがある．そのため正
確なデータは把握できないのだが，店主の感覚としては
近年は利用が増加傾向にあるという．食品の品質管理に
ついては，食べられる状態か（いたずらではないか），消
費期限などのチェックを店主自らが行っている．運営資
金の一部は寄附金によって賄われており，近所の保険屋
からの寄附や，店舗でのコーヒー販売によるCRM（顧客
関係管理を通じた寄附金収入）などが例として挙げられ
ていた．食品のドナーとしては，近所のスーパー，個人，
パン屋，飲食店など，多様な主体が参加している．受益
者は高齢者や貧困者が中心であるが，特に厳しいミーン
ズテスト（資力調査）は行われていない．寄附された食
品は，冷蔵庫に入れられてからわずか 1～ 2時間でなく
なってしまうほど，迅速に利用され，取材中も数名が冷

蔵庫を覗きに来る様子が見られた．Les épiceries solid-

airesは，SNSや口コミを通じて全国規模で活動が拡大し
ており，一般向け以外にも大学構内に設置され学生支援
に利用されている事例もある．現在では全国で 1 日に 

700 kg以上の食品が寄附され，3,000人以上が利用して
いるという．

（3）韓国
　韓国は人口密度が高く廃棄物の自区内処理が困難で
あったため，早くから食品リサイクルやフードバンクが
進んできた．1995年に政府がフードバンクモデル事業を
推進した当初は廃棄物対策としての取り組みであったが，
その後，1998年のアジア通貨危機を機に失業対策として
の機能にも着目し，韓国社会福祉協議会へ事業を委託し
全国に広がった．現在韓国フードバンクは福祉政策の一
翼を担い，全国に500近い拠点のネットワークが完成して
いる．政府や自治体からの助成金や有償ボランティア資
金を受け，受益者の詳細なデータも保有し，そのデータ
がなければ福祉政策が実行できないといわれるほどであ
るという．2009年には中央物流センターが開設され，
2018年には世宗特別自治市に移転，2022年よりセンター
内に食品衛生検査体制も整えられた．食品寄附活性化法
（2006年）によりアメリカ同様の事故時の免責制度があ
り，食品寄附額は全額損金処理可能である．

図 3　パリ市内の公共冷蔵庫

資料：Le Brio（レストラン）にて筆者撮影



6．�食品ロス削減におけるリスク管理と再利用の難
しさ

　食品ロス問題を考える上で，単に廃棄を減らすという
だけでなく，それに伴う様々な二次的な効果やリスクを
考慮する必要がある．特に本稿で着目した Reuseは，目
的外利用となることが多く，先述の備蓄米をフードバン
クに融通する際にも，国の制度上「食育」目的であるこ
とを前提に放出する必要があった．そのような労力が少
なくない割に食品ロス削減効果が余り少なく，これまで
は強く推進されなかった．また， 食品を廃棄することに
よる資源・環境リスクは増大するが，廃棄しないこと
（在庫を持つこと，値引きしないこと，再配分することな
ど）で増加するリスクも少なくない．具体的には，①欠
品による消費者の利益や健康を損なう「在庫（欠品）リ
スク」，②売り切るために値引き販売しすぎて相場が崩れ
る「価格（値引）リスク」，③鮮度が悪いものを食べたり
食中毒になったりする「鮮度（低下）・食中毒リスク」が
ある．これらのリスク回避のために食品ロスの発生にも
一定の合理性はある．
　2019年の推進法以降，自動発注，商慣習見直し（ 3分
の 1ルールの 2分の 1化，年月表示化），ダイナミックプ
ライシング，冷凍・乾燥技術などにより，在庫適正化や
腐敗防止が進み，フードサプライチェーンの一定の改善
が見られた．しかし，食品ロスをゼロにすることは①～
③のリスクを過度に高める可能性もある．そのため，さ

らに食品ロス削減を推進する段階では，リスクをメリッ
トに変換する活動を進めるような施策が必要となる．た
だし，それらは食品ロス削減を目的化しにくい分野でも
ある．例えば，食べ残しの持ち帰り（ドギーバッグ）は，
日本では「環境のため」といったプロモーションでは効
果が低いことが示されており，諸外国では「健康のため
食べ過ぎないように」といったプロモーションが行われ
ていることがある．小売店では，過剰在庫により欠品を
防止する代わりに，機会ロス以上の「希少価値を演出」
できれば効果的な経営手法となりうる．
　そして，それでも発生してしまう食品ロスについて
Reuseが重視され始めているのが現在の日本の食品ロス
対策の現在地である．しかし，ドギーバッグ，フードバ
ンク，災害時の食料支援，ご近所へのおすそ分けなど，
非マーケットでの再利用は責任の所在が曖昧になりやす
いことに加え，清潔好きな日本人気質もあり，海外に比
べて Reuseの普及はあまりに遅い．このような状況を克
服するためには，個人や企業，行政の協力と相互理解が
不可欠である．海外で進む食品寄附に伴う事故の免責や
税制優遇といった「フォーマル化」の動きは，日本でも
参考になる．
　最後に，食に関わる社会学や倫理学的観点からも食品
ロス問題の現在地を検討してみたい．上田（2024）によ
ると，食の幸せとは，近現代における食規範の形成と実
態との乖離にあると指摘されている．例えば，「一汁三
菜」や「共食」といった規範は，実態として望んでいる

図 4　韓国世宗特別自治市のフードバンク中央物流センター

資料：筆者撮影



人が 3割程度しかおらず，規範の見直しが求められると
いう．一方の食の貧困は，経済的困窮だけでなく，健康
問題や長時間労働など複数の要因が複雑に絡み合って生
じていると論じられている．だとすれば，その中で食品
ロス削減だけを声高に主張してよいものなのか，個人的
に躊躇しないわけではない．そして，先述した通り食品
ロスが削減された結果，フードバンクに食品寄附が集ま
らなくなってしまい，多くの人の食の希望を奪ってしま
うとすれば，今後の食品ロス問題の取り組みは慎重に進
める必要がある．
　このように，日本の食品ロス問題は，単に廃棄量を減
らすという段階から，食料安全保障や持続可能な食料シ
ステム構築という文脈の中で，過剰食料の再利用・再配
分をいかに効果的に行うかという新たな段階に移行する
ことになる．そのためには，より包括的な法整備やガイ
ドラインの策定，物流システムの最適化，規格の見直し，
多様なステークホルダー間の連携強化，そして食に対す
る社会全体の意識改革といった多角的なアプローチが必
要である．また，備蓄米や規格外青果物に加え，鮮魚
（未利用魚）や畜産物の規格・未利用部位など，特性が異
なる農産物の比較分析を通じて，農業経営の多様性を踏
まえた議論を進めることも今後の課題となる．
　このようなアプローチでの食品ロス対策は，その解決
の過程で，日本の食料システム全体の持続可能性を高め
るものとなり得る．食品ロスを減らすこと自体にも価値
はあるかもしれないが，それと同様に副次的な効果へも
目を配り，私たちの食文化や持続的な経済活動，そして
食料安全保障の強靭化などに資する取り組みとなるよう
今後の対策を推進すべきだと感じている．

脚　注

i　 環境省へのヒアリングによると，食品に関しては再利用
や Reuseという概念はないとされている．しかし，本稿
ではなじみのある用語であるため「当初の目的とは異な
る喫食者へ融通する」という意味で使用した．
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